
業 務 仕 様 書 

 

１ 件名 

令和８年度トライアングルエヒメ２.０管理・運営業務 

２ 委託期間 

   契約締結の日から令和９年３月 31日まで 

３ 事業目的 

   本県では、令和４年度から最先端のデジタル技術やロボット等を現場に実装

し、県内産業の稼ぐ力の強化やデジタル人材の育成を図るとともに、県外デジ

タル企業の誘致につなげるトライアングルエヒメ推進事業を展開してきた。 

令和７年度からは、「選択と集中」「全国の共創拠点との連携」「新たな稼ぐ力

の創出」をキーワードにトライアングルエヒメ２.０事業として深化させ、本県

の強みである農林水産業や、ものづくり産業等の現場を実装フィールドとしてス

タートアップ等を呼び込み、新技術と県内事業者の知見等を掛け合わせ地域の課

題解決と経済活性化の両立を目指している。 

令和８年度は、プロジェクト採択の重点５分野に新たに海事分野を追加して新

規採択数を増加するとともに、東京大学松尾・岩澤研究室との連携強化による

AI 人材育成枠の新設により、県内事業者の稼ぐ力の更なる強化、現場でデジタ

ルを使いこなす人材の育成、プロジェクトを通じた県外デジタル企業の県内拠点

設置と雇用創出を強力に進め、本県の地域課題解決と経済活性化を加速させる。 

４ 業務概要 

   受託者は、次のプロジェクトの実施に必要な各業務について企画調整の上、

管理・運営を行うこと。 

   なお、具体的な実施内容については、企画提案のあった内容をもとに県と協

議の上、別途委託契約書に定める「業務計画書」において、事業スキームや事

業スケジュール等を盛り込んだ「事業企画書」として決定するものとする。 

また、県が実施する関連事業と連携すること。 

（１）デジタル実装成果横展開プロジェクト 

重点５分野（農林水産、ものづくり、海事、観光、脱炭素）を中心に、デジタ

ル技術を活用して地域課題の解決に取り組む事業者を全国から公募し、県内で実

装検証・横展開を行うことにより、県内産業の稼ぐ力の強化とデジタル人材育成

等を進める。 

（２）共創・集積促進プロジェクト 

「共創」をキーワードとして、「実装プロジェクトの県内横展開と自走」、「全

国共創拠点との連携による協業・新ビジネス創出、愛媛県の認知拡大」、「デジタ

ル企業の県内拠点設置」を推進する。 

①県内事業者×産学金官のネットワーク構築 

  ②全国の共創拠点（東京、大阪、名古屋、福岡等）との連携 

  ③県内企業と全国共創拠点会員企業によるデジタル実装支援 

④ブランチ（研究開発等）設置型デジタル実装支援 

 



（３）公募型 DXイノベーション愛媛プロジェクト 

県と市町が連携し、「転出者との関係性構築」、「就業・移住体験の創出」、「空

き家活用と住居確保」などの広域課題解決に取り組む（※概要は別紙１を参照）。 

５ 具体的な業務内容 

（１） デジタル実装成果横展開プロジェクト 

ア プロジェクト管理・運営 

① プロジェクトの運営方針・実施手法の設定補助 

    設定に必要となる以下の検討を行い、県と協議の上、運営方針・実施手法

を設定する。 

・ 共通的運営事項、ルールの洗い出し及び対応方針の検討 

・ コンプライアンス遵守方針の検討 

・ 知的財産権、取得データの管理方針の検討 

・ リスクの洗い出し及び対応方針の検討 

・ トラブルの際の対応方針の検討 

・ 管理運営体制や審査体制など組織体制の検討 

・ ステークホルダーとの調整、連携体制の検討 

・ 県の意見を踏まえたプロモーション手法の検討 

・ 経理処理のマニュアルなど必要書類の検討 

② プロジェクトの運営・管理 

    プロジェクトの運営方針・実施手法、事業企画書などについて、県と協議

の上、内容を決定し、計画に基づいてプロジェクトの事務局運営を行う。な

お、計画については、県と協議の上、適宜変更が可能であるものとする。   

③ その他の検討事項  

    以下の各種調査及び調整方法について県へ企画提案し県とともに検討する。 

・ 実装事業に係る国内外の社会ニーズや事例の把握 

・ 県内の地域課題及び当該事業ニーズの把握 

・ 全国及び県内企業における技術シーズ等の調査 

・ デジタル実装の波及効果の測定方法の検討 

・ 勉強会の組成手法及びルールの検討 

・ プロジェクトのゴール設定及び評価指標の検討 

・ 提案の選定にかかる評価項目及び評価基準、審査体制の検討 

・ 採択事業を持続可能にするエコシステム組成の検討 

・ 採択事業者間の連携を促進する場の検討 

・ 県のビジョン及び方向性との整合性の検討 

・ ステークホルダーの洗い出し 

イ 新規参加事業者の募集・選定業務補助 

①-1 令和８年度募集 

    全国から参加事業者を募集する（目標件数：500件以上）。 

    県内の実装候補先について、掘り起こしを実施する。 

・ 県が定める重点５分野（農林水産、ものづくり、海事、観光、脱炭素）を

中心に参加事業者の掘り起こしを実施 

・ 参加事業者の募集に伴うエントリーシートや募集要項、Ｑ&Ａの更新 



・ 参加事業者の県内実装先は２者以上を必須とする。 

・ 募集に向けた効果的なプロモーションの実施 

（特設ウェブサイトの作成・管理、プロモーションの拡散施策等、内容 

は県と協議の上、決定する） 

・ 募集期間中の窓口業務や事前相談への対応 

・ 重点５分野を中心とした県内実装候補先のリストアップ 

・ 応募検討事業者と県内実装候補先との事前マッチングサポート 

・ 募集状況を随時、県に共有 

・ 受託者の知見、ネットワークを駆使し、技術・実装体制・設備などを有す

る企業のリストアップ 

①-2 令和９年度募集 

    全国から参加事業者を募集する（※）。 

    県内の実装候補先について、掘り起こしを実施する。 

・ 県が定める重点５分野を中心に参加事業者の掘り起こしを実施 

・ 参加事業者の募集に伴うエントリーシートや募集要項、Ｑ&Ａの作成 

・ 参加事業者の県内実装先は２者以上を必須とする。 

・ 募集に向けた効果的なプロモーションの実施 

（特設ウェブサイトの作成・管理、プロモーションの拡散施策等、内容 

は県と協議の上、決定する） 

・ 募集期間中の窓口業務や事前相談への対応 

・ 重点５分野を中心とした県内実装候補先のリストアップ 

・ 応募検討事業者と県内実装候補先との事前マッチングサポート 

・ 募集状況を随時、県に共有 

・ 受託者の知見、ネットワークを駆使し、技術・実装体制・設備などを有す

る企業をリストアップ 

※なお、目標件数については県との協議により決定する。 

   ② 令和８年度事業者の選定に係る補助資料の作成 

    事業企画書にて定めた審査会を組成の上、段階を経た審査を行い、20件程 

度に絞り込みを行うための補助資料を作成する。 

１件当たり採択上限金額・採択件数（目安。増減可能性有） 

30,000千円 8件 

20,000千円 12件 

・ 評価項目及び評価基準等に基づく応募事業者の整理 

・ 選定候補に係る概要を全件、県に報告 

・ 審査会での選定に係る補助資料の作成、選定結果の広報プロモーション 

を実施 

・ 個別プロジェクトの実装支援に係る委託料分は、審査を経て採択事業の

決定後に県と変更契約を締結する。 

ウ 令和７年度までの事業成果の発展に向けた支援 

    令和７年度採択事業について、提出されている「成果報告書」を基に各事

業者へのヒアリングを実施し、審査の上、発展に向けた実装支援内容決定の

ための補助資料を作成する。 

 



１件当たり採択上限金額・採択件数（目安。増減可能性有） 

15,000千円 ５件 

10,000千円 10件 

5,000千円 ５件 

・ 支援内容決定に係る補助資料の作成、結果の広報プロモーションを実施 

・ 個別プロジェクトの実装支援に係る委託料分は、採択事業の決定後に県

と変更契約を締結する。 

○ AI人材育成枠の新設 

県内学生のインターン採用を行う採択事業者に対して、その研修費等を負 

担し、実践的な人材育成を行うもの（上記採択事業への上乗せ）。 

１件当たり採択上限金額・採択件数（2名/6か月間） 

1,500千円 10件 

・ 愛媛県デジタルシフト推進課が別途実施する AI 人材の育成に関する事業

（AI 人材育成枠で採用するインターンの募集や交流会等を実施予定）や

県内大学との連携 

・ 採択事業者等からの定期的なニーズ調査の実施 

・ 実施結果の広報プロモーションの実施 

 

エ 実装検証 

    上記イ及びウの採択事業を個別のプロジェクトとして、提案者に対して実

装検証を委託する。具体的業務は以下のとおり。 

① 個別プロジェクトの管理 

個別プロジェクトについて、個別の管理計画を策定するとともに、進捗状 

況を管理し、県への報告等を行う。 

・ 工程管理計画の策定及びリスクマネジメント 

     （プロジェクトごとにマイルストーンや必要額の整理を行う） 

・ 実装内容の構成変更等に伴う変更状況の管理 

・ 県への報告事項及び報告頻度を県と協議の上で決定 

・ 進捗、課題等を把握するための様式（報告書、課題管理票等）の作成 

・ 個別プロジェクトに対し、報告書、課題管理票等を提出させ、県へ報告 

 

② 契約・経理処理・支払 

個別プロジェクトについて個別に委託契約を締結し、実装費用（実装支援 

費）を支出する。 

・ 委託契約書に必要な書類の検討、作成 

（事前に県に契約内容の確認を行う） 

・ 経理処理マニュアル等に基づく実装費用の検査及び額の確定 

・ 段階に応じた実装費用の支払 

     （設定したマイルストーンに応じて必要額の支払いを行うものとする） 

 

③ 実装支援 

個別プロジェクトに対し、進捗に応じた必要な支援を行う。 

・ 個別プロジェクトからの随時の相談対応 

・ 実装事業に係る経理処理の支援 

・ 問題が発生した場合、指摘や改善提案、調整等の支援 



 

④ 成果報告、成果物の管理 

個別プロジェクトごとに最終的な成果について整理し、県へ報告する。 

・ 目標到達への進捗状況を確認する中間報告の実施（10月） 

・ 取得したデータや、発生した知的財産権の報告 

・ 完成した製品、サービス概要の報告 

・ 個別プロジェクトごとの到達段階や成果、今後の方針等の報告 

 

オ 勉強会の開催 

個別プロジェクトに参加した事業者が、実装検証において取得したデータ等

を用いた勉強会（各プロジェクト年３回以上）を開催する。 

・ プロジェクトごとの個別議論を通じて到達目標を段階別で整理 

・ 各プロジェクトにおいて勉強会の組成を支援 

・ 勉強会の組成状況および実装支援の継続が有益な事業を報告 

・ トライアングルエヒメに関心を持ち、勉強会へ参加する事業者を増やし 

  ていくため、特設ウェブサイトへ情報を掲載 

 

カ 実装の定着、県内への横展開に向けたサポート体制（伴走支援） 

実装の定着及び県内への横展開のためのサポート体制の構築により、各プロ

ジェクトの伴走支援を実施する。 

・ 採択事業者の相談窓口の設置（県外企業の継続的なビジネス活動実施のた

めの県内事業者の紹介、補助金等の活用相談など） 

・ 県内の実装先での勉強会による実装の定着に向けた現地サポート（現地滞

在など） 

・ 受託者は、事業実施期間中、愛媛県内への拠点設置を含めて日常的な事業

支援を実施することが可能な体制を整えること。 

・ 関係機関と連携したセミナー等の開催 

・ 県内企業の事業理解を深めるための PR動画作成 

・ 採択事業者の横展開補助金（※）活用に向けた広報支援（パッケージ商品

の構築サポート、チラシ等の広報物作成）【目標：新規 20社程度】 

※愛媛県が実施している実装検証した製品・サービスを県内の他事業者へ

展開するため、必要なカスタマイズや機能改修、導入支援にかかる費用

を補助するもの。 

（２）共創・集積促進プロジェクト 

① 県内事業者×産学金官のネットワーク構築 

共創による事業創出や展開を促進するにあたり、採択事業者と県内事業者と

のマッチングや民間資金の獲得に向けたマッチング、実装プロジェクトと連携

した県内大学との雇用マッチングなどのネットワーキングを開催する。 

【目標：60回程度（平均集客 10社、25名/回程度）】。 

・ ネットワーキングの検討、運営 

（想定案） 

・ 実装プロジェクトの成果報告（分野別事業報告会を含む）（50 回程度） 

・ 県/基礎自治体/地域事業者による地域課題に関するリバースピッチ 

・ 資金調達ピッチ会 

・ ネットワーキングの周知・広報・レポート作成 



※ネットワーキング実施先は愛媛県と協議のうえ決定する。 

 

② 全国の共創拠点（東京、大阪、名古屋、福岡）との連携 

先進的なデジタル企業の発掘や、愛媛に本社を置くデジタル企業の実装成果

の顕著なプロジェクトの県外への横展開を目的としたネットワーキング（例：

連携による公募説明会や成果共有会等の開催）を開催する【目標：15 回程度

（大会場平均集客 100名/回程度）】。 

・ 連携拠点先候補の洗い出しとサウンディング 

・ ネットワーキングの検討、運営 

・ ネットワーキングの周知・広報・レポート作成 

 

③ 全国の共創拠点会員企業によるデジタル実装支援 

全国の共創拠点に所属する成果が顕著なデジタル企業を対象にした実装支援

を実施する。 

１件当たり採択上限金額・採択件数（目安。増減可能性有） 

15,000千円 5件 

・ 対象となる共創拠点の発掘とサウンディングの実施 

・ 募集方法、審査方法などの実施計画の設定と実施 

・ 採択プロジェクトの県内実装の支援 

     ※(1)エ・オ・カと同水準とする。 

・ 個別プロジェクトの実装支援に係る委託料分は、審査を経て採択事業の

決定後に県と変更契約を締結する。 

 

④ ブランチ（研究開発等）設置型デジタル実装支援 

愛媛県庁の新第二別館１・２階に整備する官民共創拠点「E:N BASE（令和８

年５月下旬以降オープン予定）」を積極的に活用し、農林水産、海事産業、タ

オルなど世界に誇る県内産業を強化する先端デジタル技術を有する県外・国外

企業の開発拠点や支店の誘致を促進する「ブランチ（研究開発等）設置型デジ

タル実装支援」を実施する。 

ステークホルダーとのサウンディングを実施しながら令和７年度に選定した

県外企業５社への提案実施により、愛媛県への具体的な進出計画の決定に繋げ

るとともに、令和８年度においても新規の有望企業５社への提案実施により本

県への具体的な進出計画を図る。 

・ 進出計画決定に向けたステークホルダーとの調整（サウンディング、訪

問、意見交換、イベント開催など）や候補先の県内視察アレンジ 

・ ７年度継続 進出計画の決定【目標：５件程度】 

・ ８年度新規 進出計画の具体化【目標：５件程度】 

    ※300 社超の企業ロングリストを作成の上、10 社以上にニーズヒアリング

調査を行い、有望企業の５社を選定。 

 

（３）公募型 DXイノベーション愛媛プロジェクト 

公募型 DX イノベーション愛媛プロジェクトにおいて、県・市町が連携して地

域課題の解決に取り組む事業の管理・運営を支援すること。 

○ 対象業務 

・ デジタルコミュニティ利活用推進支援業務 



・ ワーキングツーリズム推進支援業務 

・ 空き家調査・利活用推進支援等業務 

○ プロジェクト管理・運営 

○ 各サービサーとの契約事務等支援及び市町間調整 

○ 各サービサーと各市町とのコミュニケーション支援 

○ サービスの円滑な導入支援及び令和９年度以降の自走化に向けた支援 

○ 未参画市町への状況共有、成功モデルの横展開の実装支援 

・ 参画していない市町に対して、事業の進捗・成果を共有し、各事業への参

画を見据えた取組みについて、企画提案すること。 

○ サービスレベル（令和８年度 KPI） 

・ 地域への UIJターン数（目標値 56人） 

・ 事業を通じた 10代～30代の関係人口創出人数（目標値 759人） 

・ 情報発信プラットフォーム事業を通じた 10 代～30 代向けの情報発信の CV

率（目標値 45％） 

○ 事業成果の報告・管理 

・ 各事業で事業成果を整理し、中間報告（９月～10 月目途）と最終報告

（年度末）に分けて、県及び各市町へ報告すること。最終報告については、

事業期間（令和６～８年度）全体についてまとめたものとすること。 

 

（４）成果発表 

   最終的な事業の成果について、県内で成果発表を行う。具体的業務は以下の

とおり。 

   なお、成果発表については、デジタル実装成果横展開プロジェクト及び全国

の共創拠点会員企業のデジタル実装について実施すること。 

・ 事業成果に対する評価基準の策定 

・ 事業評価の実施（事業の達成度及び課題等の整理） 

・ 成果発表イベント及びプロモーションの実施（２～３月） 

（成果発表のための冊子及び紹介動画、特設サイトの作成、イベント会 

場の手配、運営、各種プロモーション等については、県と協議の上、 

内容を決定） 

 

（５）全体の企画・管理・運営 

   トライアングルエヒメ２.０の取組を進めるに当たり必要な業務を企画・管

理・運営する。 

・ 事業全体の進捗管理 

・ プロモーション（トライアングルエヒメの認知度向上、広報物の作成、参

加事業者の増などを図るための取組み） 

・ 個別プロジェクト等の契約関係調整事務、実装支援費の支払事務 

・ 各採択プロジェクトに係る定着状況等の調査（採択年度から５年間程度実

施を想定） 

・ トライアングルエヒメ２.０の取組を更に深化・発展させるための課題整

理や次年度以降に向けた助言・提案 

・ 本事業の終了後、他社に業務を円滑に引き継げるよう体制を整えること。 

 

 



（６）スケジュール（案） 

（７）事業評価の数値目標項目（想定：令和９年度末） 

・ 経済効果 200億円 

・ 県外企業の県内拠点設置数 30件 

・ デジタル人材育成数 5,000人 

（８）その他 

① 提案時における業務内容の変更について 

上記（１）～（５）のうち、受託者が履行困難と判断するものについては、 

提案時に理由を付して実施しない旨を明記することにより、提案に含めないこ 

とができる。 

また、より良い提案が考えられる場合は、上記（１）～（５）との効果の違

いを明記した上で、異なる内容での提案も認めるものとする。 

② 独自提案 

本仕様書に定める事項のほか、事業の遂行に有効となる点について、独自提

案として盛り込むこと。 

６ 成果品 

（１）提出物 

・ 実績報告書（Ａ４判） 紙媒体３部及び電子データ一式 

・ 成果発表時の制作物一式 

 令和８年 令和９年 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

デ
ジ
タ
ル
実
装
成

果
横
展
開PJ 

プロジェクト設計             

発展選定（20件程度）             

新規選定（20件程度）             

実装支援・勉強会組成             

共
創
・
集
積
促
進P

J 

県内外ネットワーキン

グの実施 
       

 
    

共創拠点会員の選定 

実装支援（5件程度） 
            

ブランチ設置型 

デジタル実装 
            

公
募
型D

X

イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
愛
媛

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

公募型 DXイノベーショ

ン愛媛プロジェクト 

伴走支援 

            

共
通 

キックオフ    ★         

中間報告       ★      

成果発表            ★ 



 

（２）提出場所 

    愛媛県企画振興部デジタル戦略局デジタルシフト推進課 

 

（３）提出期限 

    令和９年３月 31日 

 

７ 総括責任者 

   受託者は、本業務の実施にあたり、十分な経験を有する者を総括責任者とし

て定めなければならない。また、企画提案時点で確約するものとし、原則とし

て変更できない。 

 

８ 提出書類 

   受託者は委託契約書に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を提出しな

ければならない。 

（１）契約締結後に速やかに提出するもの 

・ 事業計画書及び実施工程表 

・ その他県が業務の確認に必要と認める書類 

 

（２）業務進捗に合わせ随時提出するもの 

・ 事業企画書 

・ 実装事業への応募企業一覧表 

・ 選定された個別プロジェクトに係る概要を整理した資料 

・ 個別プロジェクトの詳細行程や進捗状況を報告する資料 

・ 個別プロジェクトの進捗や成果を報告する資料 

・ その他県が業務の確認に必要と認める書類 

 

（３）業務完了後に速やかに提出するもの 

・ 実績報告書 

・ その他県が業務の確認に必要と認める書類 

 

９ その他 

   本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に定める内容について疑義が生じた

ときは、県と受託者が協議の上、定めることとする。 

   上記に関わらず、明示のない事項にあっても、社会通念上当然必要と思われ

るものについては本業務に含まれるものとする。 
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【事業化（Ｒ５）】 【課題解決プロジェクトの実施（Ｒ６～８）】

複数市町にまたがる共通・広域課題の解決モデルの創出と横展開を図る。

デジタルサービスと親和性の高い本県出身若年層を起点に、
愛媛の魅力を広く認知、浸透させ、観光による来県者や移住の増加、
ふるさと納税の促進などに繋げる。

市町単独では解決困難な課題を広域で実施
→スケールメリットを生かし、事業の継続性・効果を最大化

①県が、市町の広域課題を
把握、深堀りして分析

①転出者との関係
性構築（ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺ
ﾐｭﾆﾃｨ利活用）

市町出身者向け専用
アプリによる転出者
との関係性構築と愛
媛ファンの創出加速

②就業・移住体験
の創出（ワーキング
ツーリズム）

旅をしながら働きたい
若者と担い手不足に
悩む地元事業者との
マッチング支援

③空き家活用と
住居確保（空き家
把握・利活用）

デジタルサービスによ
り空き家活用を推進し、
旅行者の滞在先や移住
希望者の住居を確保

②広域課題を解決し得る
デジタルソリューション
を全国から公募

↓
94社、54ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの応募

↓
精査した上で市町へ提案

③７市町が３事業を予算化

松野町、鬼北町、愛南町
今治市、八幡浜市、久万
高原町、松野町、鬼北町

東温市、松前町（R7
～）

【別紙１】 公募型ＤＸイノベーション愛媛プロジェクトの事業概要
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・全事業進捗確認
・市町間調整
・運用方針・計画決定
・実施方法の助言

・共同調達実施 ・共同調達の総括
・事業の後方支援

・事業管理
・問題点の

対策・検討

・事業連携
・事業の確認

・既存事業の横展開
・市町予算化支援

【プロジェクトの実施スキーム】

県

未参画市町
（左記以外１２市町）

事業
委託
業者

参画市町

（今治市、八幡浜
市、東温市、久万
高原町、松前町、
松野町、鬼北町、

愛南町）
県委託業者

・横展開の伴走支援

・各事業管理・運営
・連携体制の構築

定例会を通じて事業進捗確認


